
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

第
一

地
方
税
法
施
行
令
に
関
す
る
事
項

一

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
、
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
及
び
退
職
所
得
申
告
書
に
つ
い
て
、
こ

れ
ら
の
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
場
合
の
要
件
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
八
条

の
二
の
二
、
第
八
条
の
二
の
三
、
第
八
条
の
四
の
二
、
第
四
十
八
条
の
九
の
七
の
二
、
第
四
十
八
条
の
九
の
七
の
三
、
第

四
十
八
条
の
十
八
関
係
）

二

事
業
税

１

法
人
の
事
業
税
の
課
税
標
準
で
あ
る
各
事
業
年
度
の
所
得
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
認
定
事
業
適
応
法
人
の
欠

損
金
の
損
金
算
入
の
特
例
を
適
用
す
る
た
め
の
必
要
な
読
替
え
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
二
十
条
の
三
関
係
）

２

収
入
割
の
課
税
標
準
で
あ
る
収
入
金
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
控
除
さ
れ
る
収
入
金
額
の
範
囲
に
、
電
気
事
業

法
第
二
十
八
条
の
四
十
第
二
項
の
交
付
金
を
追
加
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
第
二
十
二
条
関
係
）

３

電
気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
の
二
に
規
定
す
る
配
電
事
業
に
つ
い
て
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（



附
則
第
六
条
の
二
関
係
）

４

ガ
ス
事
業
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
で
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
が
分
社
化
し
た

後
の
当
該
分
社
化
に
係
る
一
定
の
ガ
ス
事
業
者
の
間
で
行
う
取
引
の
う
ち
、
ガ
ス
の
安
定
供
給
の
確
保
の
た
め
必
要
な

取
引
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
ガ
ス
事
業
者
の
各
事
業
年
度
の
収
入
金
額
か
ら
控
除
す
る
収
入
金
額
を
、
当
該
ガ
ス

事
業
者
が
当
該
取
引
の
相
手
方
か
ら
支
払
を
受
け
る
べ
き
金
額
に
相
当
す
る
収
入
金
額
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
六
条

の
二
関
係
）

三

不
動
産
取
得
税

１

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
で
あ
る
一
定
の
新
築
貸

家
住
宅
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
貸
家
住
宅
の
床
面
積
の
要
件
を
百
八
十
平
方
メ

ー
ト
ル
以
下
（
現
行
二
百
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
）
と
し
、
そ
の
対
象
か
ら
地
方
公
共
団
体
の
補
助
を
受
け
て
新
築
さ

れ
た
貸
家
住
宅
を
除
外
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
七
条
関
係
）

２

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
に
規
定
す
る
特
例
事
業
者
等
が
一
定
の
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
よ
り
取
得
す
る
一

定
の
不
動
産
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
見
直
す
こ
と
。
（
附
則
第
七
条
関
係
）



㈠

特
定
特
例
事
業
者
等
に
係
る
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
に
土
地
の
地
上
権
又
は
賃
借
権

と
あ
わ
せ
て
取
得
す
る
家
屋
を
加
え
、
新
築
又
は
増
築
等
後
十
年
以
内
の
譲
渡
要
件
を
廃
止
す
る
こ
と
。

㈡

小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
等
が
取
得
す
る
家
屋
の
要
件
を
、
当
該
家
屋
に
つ
い
て
行
う
増
築
等
の
工
事
に

要
し
た
費
用
の
額
が
三
百
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
証
明
さ
れ
た
家
屋
と
す
る
こ
と
。

㈢

特
定
特
例
事
業
者
等
が
取
得
す
る
増
築
等
が
必
要
な
家
屋
の
要
件
を
、
当
該
家
屋
に
つ
い
て
行
う
増
築
等
の
工
事

に
要
し
た
費
用
の
額
が
千
万
円
又
は
当
該
家
屋
の
取
得
価
額
の
百
分
の
一
に
相
当
す
る
額
の
い
ず
れ
か
多
い
額
を
超

え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
証
明
さ
れ
た
家
屋
と
す
る
こ
と
。

３

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
で
あ
る
一
定
の
新
築
貸

家
住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
の
取
得
に
係
る
税
額
の
減
額
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
貸
家
住
宅
の
床
面
積
の

要
件
を
百
八
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
（
現
行
二
百
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
）
と
し
、
そ
の
対
象
か
ら
地
方
公
共
団
体
の

補
助
を
受
け
て
新
築
さ
れ
た
貸
家
住
宅
を
除
外
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
九
条
の
二
関
係
）

四

軽
油
引
取
税

１

二
人
以
上
の
免
税
軽
油
使
用
者
の
代
表
者
に
よ
る
免
税
証
の
交
付
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
明
細
書



へ
の
押
印
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
三
条
の
十
五
関
係
）

２

次
に
掲
げ
る
軽
油
の
引
取
り
に
つ
い
て
、
課
税
免
除
の
特
例
措
置
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
条
の

二
の
二
関
係
）

㈠

鉱
さ
い
バ
ラ
ス
製
造
業
を
営
む
者
（
中
小
事
業
者
等
を
除
く
。
）
が
専
ら
鉱
さ
い
の
破
砕
又
は
鉱
さ
い
バ
ラ
ス
の

集
積
若
し
く
は
積
込
み
の
た
め
に
使
用
す
る
機
械
の
動
力
源
の
用
途
に
供
す
る
軽
油
の
引
取
り

㈡

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分

業
者
（
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
中
小
事
業
者
等
を
除
く
。
）
が
専
ら
産
業
廃
棄
物
の
処
分
の
た
め
に
使
用
す
る
機
械
（

一
般
廃
棄
物
の
処
分
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
動
力
源
の
用
途

に
供
す
る
軽
油
の
引
取
り

３

課
税
免
除
の
特
例
措
置
に
係
る
軽
油
の
引
取
り
を
行
お
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
有
効
期
間
は
、

道
府
県
知
事
が
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
日
が
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
到
来
す
る
場
合
に
は
、
同
日
ま
で
と

す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
条
の
二
の
二
関
係
）

五

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税



１

ダ
ム
の
用
に
供
す
る
洪
水
吐
ゲ
ー
ト
及
び
放
流
の
た
め
の
管
で
洪
水
調
節
に
資
す
る
も
の
に
係
る
固
定
資
産
税
の
非

課
税
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
資
産
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
五
十
一
条
の
十
五
の
十
一
関
係
）

２

都
市
再
生
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
が
認
定
事
業
に
よ
り
取
得
し
た
一
定
の
公
共
施
設
等
の
用
に
供
す

る
家
屋
及
び
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な

る
認
定
事
業
（
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
に
お
け
る
事
業
に
限
る
。
）
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
家
屋
の
延
べ
面
積
の
要
件

を
七
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
（
現
行
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
）
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

３

鉄
道
事
業
者
等
が
都
市
鉄
道
等
利
便
増
進
法
に
規
定
す
る
都
市
鉄
道
利
便
増
進
事
業
に
よ
り
取
得
し
た
一
定
の
都
市

鉄
道
施
設
及
び
駅
附
帯
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準

の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
か
ら
自
転
車
駐
車
場
及
び
路
外
駐
車
場
を
除
外
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関

係
）

４

鉄
道
事
業
者
等
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
施
設
を
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す

る
法
律
に
規
定
す
る
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
実
施
す
る
一
定
の
鉄
道
駅
等
の
改
良
工
事

に
よ
り
取
得
し
た
一
定
の
家
屋
及
び
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ



い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
鉄
道
駅
等
に
前
年
度
の
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
利
用
者
の
人
数
が
二
千
人
以
上
三
千
人
未

満
で
あ
る
駅
等
で
あ
っ
て
、
同
法
に
規
定
す
る
基
本
構
想
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
重
点
整
備
地
区
の
区
域
内
の
生
活
関

連
施
設
で
あ
る
も
の
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

５

都
市
緑
地
法
に
規
定
す
る
緑
地
保
全
・
緑
化
推
進
法
人
が
認
定
計
画
に
基
づ
き
設
置
し
た
一
定
の
市
民
緑
地
の
用
に

供
す
る
土
地
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
を
一
定
の
用
途

に
供
す
る
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
証
明
さ
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条

関
係
）

６

中
小
事
業
者
等
が
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
認
定
先
端
設
備
等
導
入
計
画
に
従
っ
て
取
得
を
し
た
同
法

に
規
定
す
る
先
端
設
備
等
に
該
当
す
る
一
定
の
機
械
装
置
等
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て

、
そ
の
対
象
と
な
る
資
産
の
細
目
規
定
等
を
廃
止
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

７

自
転
車
活
用
推
進
法
に
規
定
す
る
市
町
村
自
転
車
活
用
推
進
計
画
に
定
め
ら
れ
た
一
定
の
自
転
車
を
賃
貸
す
る
事
業

を
行
う
者
が
取
得
し
た
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
一
定
の
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に

つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
事
業
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）



８

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
で
あ
る
一
定
の
新
築
貸

家
住
宅
に
係
る
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
貸
家
住
宅
の
床
面
積
の
要
件
を
百
八
十
平
方

メ
ー
ト
ル
以
下
（
現
行
二
百
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
）
と
し
、
そ
の
対
象
か
ら
地
方
公
共
団
体
の
補
助
を
受
け
て
新
築

さ
れ
た
貸
家
住
宅
を
除
外
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
二
条
関
係
）

９

平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
家
屋
の
所
有
者
等
が
一
定
の
区
域
内
に
当
該
滅
失
し
、

若
し
く
は
損
壊
し
た
家
屋
に
代
わ
る
も
の
と
市
町
村
長
が
認
め
る
家
屋
を
取
得
し
た
場
合
又
は
当
該
損
壊
し
た
家
屋
を

改
築
し
た
場
合
の
当
該
取
得
さ
れ
又
は
改
築
さ
れ
た
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
減
額
措
置
に
つ
い

て
、
そ
の
対
象
と
な
る
家
屋
の
細
目
等
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
二
条
の
四
関
係
）

平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
償
却
資
産
の
所
有
者
等
が
一
定
の
区
域
内
に
当
該
滅
失

10
し
、
若
し
く
は
損
壊
し
た
償
却
資
産
に
代
わ
る
も
の
と
市
町
村
長
が
認
め
る
償
却
資
産
を
取
得
し
た
場
合
の
当
該
償
却

資
産
又
は
当
該
損
壊
し
た
償
却
資
産
を
改
良
し
た
場
合
の
当
該
改
良
さ
れ
た
部
分
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の

特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
償
却
資
産
の
細
目
等
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
二
条
の
四
関
係
）

平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
で
平
成
三
十
年

11



度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
住
宅
用
地
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
の
適
用
を
受
け
た
も
の
の
う
ち
、
家
屋
又
は

構
築
物
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
以
外
の
土
地
に
つ
い
て
、
令
和
三
年
度
又
は
令
和
四
年
度
に
係
る
賦
課
期

日
に
お
い
て
住
宅
用
地
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
市
町
村
長
が
認
め
る
場
合
に
限
り
、
当
該
土
地
を
住
宅

用
地
と
み
な
し
て
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
等
の
地
方
税
法
の
規
定
を
適
用
す
る
措
置

に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
土
地
の
所
有
者
の
範
囲
を
平
成
三
十
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
け
る
当
該
土
地
の
所

有
者
、
当
該
所
有
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
相
続
人
そ
の
他
の
者
と
す
る
こ
と
等
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
二
条
の
五
関
係
）

中
小
事
業
者
等
が
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
認
定
先
端
設
備
等
導
入
計
画
に
従
っ
て
取
得
を
し
た
同
法

12
に
規
定
す
る
先
端
設
備
等
に
該
当
す
る
一
定
の
家
屋
及
び
構
築
物
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ

い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
資
産
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
十
九
条
関
係
）

六

そ
の
他

地
方
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
（
隠
蔽
し
、
又
は
仮
装
さ
れ
た
事
実
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
に
基
づ
い
て
期
限
後
申
告
等
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
重
加
算
金
の
額
の
計
算
方
法
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
五



十
八
条
関
係
）

第
二

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ

れ
た
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
令
に
関
す
る
事
項

前
記
第
一
の
二
の
３
に
伴
う
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
附
則
第
六
条
の
二
関
係
）

第
三

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
に
関
す
る
事
項

一

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

通
算
法
人
の
外
国
税
額
控
除
に
関
し
て
、
税
額
控
除
不
足
額
相
当
額
の
控
除
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
等
の
申

告
書
等
へ
の
添
付
要
件
及
び
税
額
控
除
超
過
額
相
当
額
の
加
算
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
等
の
申
告
書
等
へ
の
添

付
義
務
を
定
め
る
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
令
和
二
年
改
正
令
関
係
）

二

事
業
税

法
人
の
事
業
税
の
課
税
標
準
で
あ
る
各
事
業
年
度
の
所
得
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
認
定
事
業
適
応
法
人
の
欠
損

金
の
損
金
算
入
の
特
例
を
適
用
す
る
た
め
の
必
要
な
読
替
え
を
定
め
る
こ
と
。
（
令
和
二
年
改
正
令
関
係
）

第
四

地
方
自
治
法
施
行
令
に
関
す
る
事
項



指
定
納
付
受
託
者
等
の
要
件
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
百
五
十
七
条
の
二
関
係
）

第
五

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
施
行
令
に
関
す
る
事
項

前
記
第
一
の
五
の
１
に
伴
う
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
第
一
条
の
二
、
第
一
条
の
三
関
係
）

第
六

総
務
省
組
織
令
に
関
す
る
事
項

自
治
財
政
局
、
自
治
税
務
局
及
び
自
治
財
政
局
交
付
税
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
の
適
用
期
限
を
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
延
長
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
四
条
、
第
五
条
、
第
十
四
条
関
係
）

第
七

そ
の
他

１

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

２

前
記
第
一
の
六
の
改
正
は
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
四
の
改
正
は
令
和
四
年
一
月
四
日
か
ら
、
第
一
の
二
の
３
及

び
４
並
び
に
第
二
の
改
正
は
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
一
の
二
の
１
の
改
正
は
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
、
第
一
の
五
の

及
び
第
六
の
改
正
は
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

12

等
の
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
は
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
。


